
実際に提出する日をご記入ください。

この部分は記入しないでください。

江東区

江　東　　　太　郎

こ　う　と　う　　　　た　ろ　う

昭和61　　　１　　　１

墨　田　　花　子

す　み　だ　　　　　　　は　な　こ

平成２　　　　　２　　　　　２

東京都江東区東陽

４丁目１１番２８－１０１号

江東　一郎

東京都墨田区吾妻橋

１丁目２３番２０－２０２号

墨田　二郎

東京都江東区東陽

４丁目１１

江東　一郎
江東　一郎
　　　　春子 長

東京都墨田区吾妻橋

１丁目23

墨田　二郎

墨田　二郎

　　夏子 二

レ

東京都江東区東陽４丁目１１

レ

レ

レ

レ

令和元　　　５

江　東　太　郎 墨　田　花　子

 この部分は
記入しないでください。

江東　春子

消せるボールペンで記入しないでください。

証人についてのご注意
○成人の方２名必要です。
○必ず、ご本人に署名をしてもらってください。

昭和30　　　　３　　　　３

東京都江東区東陽

４丁目１１番２８－１０１号

東京都江東区東陽

４丁目１１

墨田　二郎

昭和29　　　　２　　　　２

東京都墨田区吾妻橋

１丁目23番２０－２０２号

東京都墨田区吾妻橋

１丁目23

◎署名は必ずご本人が自署してください。

記入例

　選択した氏の方が現在「筆頭者ではない」場合は、新しい戸籍を作り
ますので、新本籍の表示を決めてご記入ください。

※選択した氏の方が、（３）の本籍で筆頭者になっている場合は、新本籍は作れません。
（４）の新本籍欄は記入しないでください。（３）欄の戸籍に配偶者の方が記載されます。
上記の場合で、結婚を機に本籍を変更されたい場合は、転籍届と婚姻届を同時に提出する
ことにより、転籍後の新本籍にお相手を入籍させることが可能になります。

※転入・転居・世帯主変更届もあわせて提出する場合は、新住所、新世帯主をご記入ください。

婚姻届の提出日時点で、住民登録しているところをご記入ください。

 ※転入・転居・世帯主変更等には、婚姻届とは別に住民異動届の提出が必要になります。

昼間連絡の取れる電話番号をご記入ください。

R7.3

※婚姻後に夫の氏を名乗る場合(妻の氏を名乗る場合は「妻の氏」にチェックしてください)

婚姻後に
名乗る氏に
チェックして
ください｡

 令和７年度は国勢調査の年ですので、別紙「令和７年度 人口動態調査 （職業
・産業例示表）」表面に明示された番号または職業分類名をご記入ください。

02 03
令和7


